
宮崎市学校施設包括管理業務委託

審査講評

令和５年１０月２５日
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宮崎市学校施設包括管理業務委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）は、宮崎

市学校施設包括管理業務委託（以下「本業務」という。）に関して、事業者選定基準（令和５年

７月７日公表）に基づき、提案内容の審査を行ったので、審査結果及び審査講評をここに報告す

る。

令和 ５年 １０月 ２５日

宮崎市学校施設包括管理業務委託事業者選定委員会
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１ 審査方法

１．１ 選定委員会の設置

本業務における事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたって、宮崎市 PFI事業
等事業者選定委員会条例第 1条の規定により選定委員会を設置した。
選定委員会の委員は５名であり、その構成は【表１】のとおりである。

【表１】 選定委員会の構成

１．２ 選定委員会の審査等経過

本業務における審査等の経過は【表２】のとおりである。

【表２】 選定委員会の審査経過等

区 分 氏 名 所属及び職名

委員長 下温湯 盛久 宮崎県 県土整備部 営繕課 課長

委 員 爲山 高志 一般財団法人みやぎん経済研究所 常務理事

委 員 福田 泰典
宮崎市立瓜生野小学校 校長

（宮崎市小学校長会 会長）

委 員 山本 哲也 宮崎市 総合政策部 都市戦略局 局長

委 員 河野 通康 宮崎市 建設部 建築住宅課 課長

年 月 日 主な内容

令和 ５年 0７月 ５日

第１回選定委員会

・本業務の概要について

・選定委員会の開催スケジュールについて

・実施要領、審査方法等について

令和 ５年 0７月 ７日 実施要領等の公表、参加申込み受付開始

令和 ５年 0７月 ７日

～ 令和 ５年 0７月 ２１日
質問書の受付期間

令和 ５年 0７月 ２８日 質問書に対する回答

令和 ５年 0７月 １８日

～ 令和 ５年 0７月 ２１日
施設見学申込書の受付期間
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１．３ 審査方法

本業務は学校施設に係る保守点検等業務や修繕業務を包括的に委託し、施設管理の質の向上、

業務の効率化等を図ることにより持続可能な学校施設の管理運営につなげることを目的としてい

る。

事業者選定の方法は、本業務の特性を踏まえ、民間のノウハウを活かしたより付加価値の高い

サービスを実現するためには、価格のほかにノウハウや経験を含めた質の高い事業者提案を求め

ることが必要であることから、公募型プロポーザル方式により受託候補者（優先交渉権者）の選

定を行った。

なお、より一層の公平性・透明性を高めるため、選定委員会に対して、提案事業者が特定でき

ないよう審査を行った。

（１）資格審査

「宮崎市学校施設包括管理業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領（令和５年７月７

日公表）」に示す参加資格要件を満たしているか審査した。

（２）提案審査

提案審査は次のとおり、資格審査を通過した参加事業者を対象に、技術提案（非価格要素）

審査と価格提案審査を実施した。

①技術提案（非価格要素）審査

企画提案書やプレゼンテーション及びヒアリングをもとに非価格要素について審査し、

評価基準表【表３】の各項目の配点に、予め設定した評価配分（%）【表４】を乗じたもの
を各評価項目の点数として決定した。なお、技術提案評価点は、評価基準表【表３】①～

⑦の評価項目で構成され、各評価項目の配点の合算２７０点を技術提案評価点とした。

令和 ５年 0７月 ３１日

～ 令和 ５年 0８月 １日
施設見学の実施

令和 ５年 ８月 ４日 参加申込書兼誓約書等の提出締切

令和 ５年 ８月 １８日 参加資格要件確認結果通知

令和 ５年 ９月 ８日 企画提案書の提出期限

令和 ５年 ９月 ２７日

第２回選定委員会

・プレゼンテーション及びヒアリング

・提案審査結果の確認及び最優秀提案の選定について

・審査講評について

令和 ５年 １０月 ６日 審査結果公表、選定結果を参加事業者へ通知

令和 ５年 １０月 ２５日 審査講評の公表
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②価格提案審査

提出された見積書の金額が、実施要領に記載の上限額の範囲内であることを確認し、提

案価格を点数化した。なお、見積価格が上限額を超えている場合は失格となる。

価格評価点の配点は、評価基準表【表３】⑧のとおり３０点とし、価格提案審査につい

ては、以下の方法で得点を算定した。

※参考

【実施要領における参考見積額の内訳の考え方】

③総合評価

技術提案評価点と価格提案評価点の合計から総合評価点を算出し、「実施要領 ７．提案の

審査、選定方法」に基づき、選定条件※１を満たすことを確認した上で、選定委員５名の合計

点数が最も高い参加事業者を受託候補者（優先交渉権者）として選定した。

なお、技術提案評価点と価格提案評価点の配点割合は、９：１とした。

総合評価点（300点）＝ 技術提案評価点（270点）+ 価格提案評価点（30点）

※１ 合計点数が審査基準全体の 60％以上の参加事業者を受託候補者名簿に登載し、60％未
満の場合には、合計点数が最も高い参加事業者だとしても受託候補者（優先交渉権者）

として選定しない。

価格評価点 ＝ 30点 ×
最低マネジメント経費提案価格

当該マネジメント経費提案価格

区分 提案上限額 提案内容

① 保守点検等業務費 ９３５百万円／５年 上限額のとおり提案すること

② 修繕業務費 ８６０百万円／５年 上限額のとおり提案すること

③ マネジメント経費 ３６０百万円／５年 提案金額を示すこと
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【表３】 評価基準表

【表４】 評価配分

区

分

評価

項目

番

号
審査項目 審 査 内 容 配点

技
術
提
案

基本方針

(20 点)
① 本業務に係る考え方

・本業務内容の理解度が高く、目的に対する基

本的な考え方は適切か。
20

業務実績

(10 点)
② 同種業務の実績

・本業務と類似する業務の実績はあるか。

（民間も含めた建築物の維持管理に係る実績）
10

実施内容

(180 点)

③ 実施体制

・本部との連携、バックアップ体制、人員配置

は本業務の目的及び内容を十分に達成する提

案となっているか。

・総括責任者は、業務遂行に十分な技術力、実

績、マネジメント能力、コミュニケーション

能力を有しているか。

40

④ 業務品質及び効率性

・高い業務品質及び効率性が期待できるか。ま

たその品質及び効率性を維持、向上させるた

めの具体策（DX等）はあるか。

・市、受託者、再委託者の役割分担、業務の流

れは適切か。

70

⑤ 緊急時の対応

・緊急時等の対応にあたり、具体性、実現性が

あり、安全性の確保や運営に支障をきたさな

い体制、提案となっているか。

20

⑥
付加価値の提供・独自

ノウハウの提案

・効果が期待できる追加サービスや独自のノウ

ハウの提案があるか。

・施設管理に係る職員の能力向上につながる提

案があるか。

50

地域貢献

(60 点)
⑦

市内事業者の活用・育

成

・現行と同等以上の条件で活用するための仕組

みや考え方は適切か。

・市内業者の技術力やノウハウ向上（デジタル

化等）に資することが期待できるか。

60

価格提案 ⑧
価格評価点＝配点（30 点）×

（最低マネジメント経費提案価格／当該マネジメント経費提案価格）
30

合 計 300

評 価 評価の意味合い 配 分

Ａ
優秀である ／ 高度の能力を有している

市の期待を大きく上回る提案であり十分な効果が期待できる
１００％

Ｂ
満足できる ／ 十分な能力を有している

市の期待を上回る提案であり効果が期待できる
８０％

Ｃ
平均的である

市の期待するレベルの提案である
６０％

Ｄ
物足りなさを感じる ／ 能力が若干乏しい

期待を下回るレベルの提案である
４０％

Ｅ
評価の対象外

効果が期待できない
０％
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２ 審査結果

２．１ 資格審査

令和５年８月４日までに２つの事業者から参加申込書兼誓約書を含む参加資格審査書類の提出

があった。

実施要項に示す参加資格要件の適格性について市が審査した結果に基づき、選定委員会はいず

れの事業者も参加資格要件を満たしていることを確認した。

２．２ 提案審査

選定委員会が審査した結果、総合評価点は【表５】のとおりとなり、選定委員会はＰ事業者を

最優秀提案として選定し、市に答申を行った。

なお、Ｐ事業者の構成は、【表６】に示すとおりである

【表５】 総合評価点

【表６】 最優秀提案者の構成

区分 評価項目 審査項目 配点（満点） Ｐ事業者 Ｑ事業者

技
術
提
案
評
価
点

基本方針 本業務に係る考え方 １００ ７６ ８０

業務実績 同種業務の実績 ５０ ５０ ４８

実施内容

実施体制 ２００ １６０ １４４

業務品質及び効率性 ３５０ ３０８ ２９４

緊急時の対応 １００ ７２ ７６

付加価値の提供・

独自ノウハウの提案
２５０ ２１０ ２１０

地域貢献 市内事業者の活用・育成 ３００ ２５２ ２２８

価格提案評価点 １５０ １５０ １２０

合計 １，５００ １，２７８ １，２００

Ｐ事業者

株式会社ＪＭ
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３ 審査講評

宮崎市には小学校４７校、中学校２５校、廃校３校を含めて計７５校、約６００棟以上の学校施

設があり、建築後３０年以上を経過した建物が約８割を超えるなど学校施設の老朽化が進行してお

り、修繕業務が日々増加している現状がある。そのため、保守点検等業務や修繕業務を包括的に委

託し、施設管理の質の向上、業務の効率化等を図ることができる本業務を導入することで、本来重

点を置くべきである施設の安全性や長寿命化への取り組みを強化することを目的としている。

本業務の特性や目的を踏まえ、高度な技術・豊富な経験を有した事業者によるノウハウを活かし

た、より付加価値の高い包括的な管理を実現するためには、価格のほかにノウハウや経験を含めた

質の高い事業者提案を求めることが必要であることから、事業者選定に公募型プロポーザル方式を

適用した。

募集の結果、今回、２つの事業者から提案をいただいたが、いずれも、それぞれの事業者が有す

る豊富な実績や経験を活かし、本業務並びに学校施設における課題に即した、創意工夫のある確実

性が高い提案内容であった。選定委員会として両事業者に敬意を表するとともに、改めて深く感謝

申し上げる。

選定結果については前述のとおりであるが、最優秀提案として選定された「株式会社ＪＭ」にお

かれては、本業務の目的や基本方針に即して業務を実施し、提案内容を確実に実行するとともに、

本業務が更により良いものになるよう、以下の諸点について、市と十分な協議、調整を行うことを

選定委員会として要望する。

○ 提案された基本方針である「市への寄り添い」を実現するために、施設所管課や施設管理者

との相互理解、信頼関係の構築に向けて、誠意をもって業務の遂行に努めること。

○ 新たに提案するシステムが施設所管課や市内事業者の負担軽減、業務効率化につながるよう、

個別面談及び研修等を繰り返し実施し、十分に理解を深めること。

○ 経験や技術力を持つ責任者や技術者を常置することはもちろん、それぞれの専門性を十分に

発揮させ、施設の適切な管理を主体的かつ継続的に行われるよう取り組むこと。

○ 緊急時対応体制については、過去の災害の情報はもとより、市や県が有する宮崎独自の様々な

情報や最新の情報も踏まえて、児童生徒の安全性の確保を図るとともに、学校運営への影響を軽

減できるような体制を取ること。

○ 地域貢献についての提案内容を確実に履行するとともに、より一層の地元経済の発展に寄与す

るよう取り組むこと。


